
人間文化研究機構公印及び電子署名規程 

 

平成１６年４月９日 

人間文化研究機構規程第１１号 

平成１８年４月３日改正 

平成２１年５月１２日改正 

平成２６年１月２９日改正 

平成２８年４月 １日改正 

平成３１年３月２５日改正 

令和３年 ９月１３日改正 

令和４年 ３月３１日改正 

令和５年 ３月１３日改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、人間文化研究機構（以下「機構」という。）において使用する公印及び電

子署名（以下「公印等」という。）に関する事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「公印」とは、業務上作成された正規の文書（以下「法人文書」とい

う。）に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証

することを目的とするものをいう。 

２ この規程において、「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法

律第１０２号）第２条第１項に定める電子署名であって、法人文書が真正なものであることを

認証することを目的とするものをいう。 

（公印の作成等） 

第３条 公印の作成又は改刻は、第５条から第８条までの規定により、次の各号の区分に応じ、

当該各号に掲げる者が行うものとする。 

一 機構本部に係る公印 機構長 

二 各機関に係る公印 各機関の長 

２ 公印の廃止は、前項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者が行うものとする。 

（印影の届出） 

第４条 前条第１項第２号に掲げる者は、各機関等の公印を作成し、若しくは改刻し、又は廃止

したときは、別記様式第一号によりその公印の印影を添えて機構長にその旨届け出るものとす

る。 

２ 廃止した公印は、廃止の日から５年間保存しなければならない。 

（公印の形式） 

第５条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に、刻印しなければならな

い文字を明確な字体で浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「の印」の

文字を加えて彫刻することができる。 

（公印の種類及び寸法） 

第６条 公印の種類は、それぞれ別表第一に掲げる公印の種類のうち、第３条の規定により公印

の作成又は改刻を行う者（以下「公印制定者」という。）が必要があると認めたものとする。 



２ 公印の種類ごとの寸法は、それぞれ別表第一のとおりとする。 

（公印の印材） 

第７条 公印の印材には、容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。 

（特別用途に使用する公印の形式等の特例） 

第８条 特別の用途に使用する公印であって第５条、第６条第２項及び第７条に定める形式、寸

法及び印材によりがたいものについては、これらの規定にかかわらず適宜その形式、寸法及び

印材を定めることができる。 

（公印の管守） 

第９条 機構に、別表第一に掲げる公印の管守責任者（以下「公印管守責任者」という。）を置

き、公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう管理するとともに、公印が使用されない

ときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。 

２ 公印管守責任者は、別記様式第二号の様式による公印簿を備え、これに新たに作成又は改刻

された公印を押印し、その印影を保存しなければならない。 

３ 公印管守責任者は、公印の盗難その他の事故が生じたときは、その旨を速やかに公印制定者

に報告するとともに、報告を受けた公印制定者は、適切な措置をとらなければならない。 

４ 各機関の公印制定者は、前項の報告を受けた場合は、別記様式第三号の事故届により機構長

に届け出るものとする。 

 （電子署名の管守） 

第９条の２ 機構に、別表第二に掲げる電子署名の管守責任者（以下「電子署名管守責任者」と

いう。）を置き、電子署名管守責任者は、電子署名の適切な運用のため、電子署名に係るシス

テムのアクセス権限の管理等必要な措置を行わなければならない。 

２ 電子署名管守責任者は、電子署名の使用において事故が生じたときは、その旨を、本部は機

構長に、各機関は機関の長に、速やかに報告するとともに、適切な措置をとらなければならな

い。 

３ 各機関の長は、前項の報告を受けた場合、速やかに別記様式第三号により機構長に届け出る

ものとする。 

（公印の使用等） 

第１０条 公印の使用を必要とする場合は、発送しようとする法人文書（以下「発送文書」とい

う。）に決裁済みの原議書を添えて、公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。 

２ 公印管守責任者又はその命を受けた職員（以下「公印管守担当者」という。）は、前項の規

定により公印の使用の請求を受けたときは、発送文書と決裁済みの原議書と照合し、内容に相

違ないと認めたとき、公印の使用を承認するものとする。 

３ 前項の規定により公印の使用を認められた者は、別記様式第四号の公印等使用簿に所定の事

項を記入の上、発送文書に公印を押印しなければならない。この場合において、公印管守責任

者又は公印管守担当者はその押印に立ち会わなければならない。 

（代理等） 

第１１条 機構長、事務局長又はその他の職員に事故等があるため、他の者が臨時代理、事務取

扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用す

るものとする。 

（公印の押印省略） 

第１２条 機構内で取り扱う法人文書及び機構外への発送文書については、原則として、公印の

押印を省略するものとし、当該文書に「（公印省略）」の文字を記載するものとする。ただし、

法的な権利や義務等が伴う場合、法令上押印が省略できない場合、機構外機関等から押印を求



められる場合については、省略することができない。 

（公印押印の特例） 

第１３条 外国語により作成された法人文書の場合には、当該法人文書の名義者が署名すること

により公印の押印に代えることができる。 

（印影印刷） 

第１４条 次の各号に掲げる場合には、公印管守責任者の承認を得て、公印の押印とみなすこと

ができる。 

（１）法人文書を多数印刷する場合であって、公印の印影を当該法人文書と同時に印刷する場合 

（２）電子的に文書を作成する場合であって、公印の印影を当該法人文書と同時に出力する場合 

 （電子署名の使用） 

第１５条 文書の発信者名義の電子署名を必要とする者は、電子署名管守責任者に決裁済みの原

議書を提示する等、電子署名をすることの許可を求めるものとする（ただし、発信名義者が電

子署名システム上で自署する場合を除く）。 

２ 電子署名管守責任者は、前項の規定により電子署名の使用の請求を受けたときは、発送文書

と決裁済みの原議書と照合し、内容に相違ないと認めたとき、電子署名の使用を承認するもの

とする。 

３ 前項の規定により電子署名の使用を認められた者は、別記様式第四号の公印等使用簿に所定

の事項を記入の上、電子署名をしなければならない。 

（雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、公印等に関し必要な事項は、別に定める。 

 
   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年４月３日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年５月１２日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年１月２９日から施行し、平成２１年９月３０日から適用する。ただし、

地域研究推進センター長の印については平成１８年４月１日から適用する 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和３年９月１３日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和５年４月１日から施行する。 



別表第一 

 

公印の種類及び寸法並びにその公印管守責任者及び公印管守担当者 

公印の種類 寸法 公印管守責任者 公印管守担当者 

機
構
本
部 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構の印 ３０ミリメートル平方 

本部事務局 
総務課長 

公印管守 
責任者 
が定める 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構長の印 ３０ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構理事の印 ３０ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構監事の印 ３０ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構経営協議会議長の印 ２３ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構教育研究評議会議長の印 ２３ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構機構長選考・監察会議議長の印 ２３ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構のセンター長の印 ３０ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構事務局長の印 ３０ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構事務局課長の印 ２０ミリメートル平方 

その他の公印 

２３ミリメートル平方 
又は 

２０ミリメートル平方 
のうち 

公印制定者が適当と 
認めるもの 

各
機
関 

館、所及びセンターの印 ３０ミリメートル平方 

公印制定者 
が定める 

公印管守 
責任者 
が定める 

館長及び所長の印 ３０ミリメートル平方 

運営会議議長の印 ２３ミリメートル平方 

施設長、室長及び管理部長の印 ２３ミリメートル平方 

課長の印 ２０ミリメートル平方 

大学共同利用機関法人  
人間文化研究機構長の印［認印］ ２５ミリメートル平方 

その他の公印 

２３ミリメートル平方 
又は 

２０ミリメートル平方 
のうち 

公印制定者が適当と 
認めるもの 



別表第二 

 

 

電子署名の名義 電子署名管守責任者 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構長 本部事務局総務課長 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構長 

（別表第一に掲げる「大学共同利用機関法人人間文化研究

機構長の印（認印）」の範囲使用に限る） 

各機関の長が指名する者 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

国立歴史民俗博物館長 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

国文学研究資料館長 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

国立国語研究所長 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

国際日本文化研究センター所長 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

総合地球環境学研究所長 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

国立民族学博物館長 



別記様式第一号 

 

令和  年  月  日 

 

人間文化研究機構長 殿 

 

                               （機関の長） 

 

 

公印の 
作成・改刻

  廃止  について（報告） 

 

下記のとおり公印を 
作成・改刻

  廃止  しましたので報告します。 

記 

印 影 の 名 称  

印 材  

寸 法               ミリメートル平方 

印 影  

作 成 年 月 日        年   月   日 

改 刻 年 月 日        年   月   日 

使 用 開 始 年 月 日        年   月   日 

廃 止 年 月 日        年   月   日 

理 由  

 



別記様式第二号 
 

公  印  簿  
（ 印 影 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印 影 の 名 称   
印       材  
寸       法  
作 成 ・ 改 刻 年 月 日  
使 用 開 始 年 月 日  
廃 止 年 月 日   
  備      考 （第８条に該当する公印については、その用途を記入する。） 
 
 
 

   ※ 公印１個につき１枚作成



別記様式第三号 

 

 

公印及び電子署名事故届 

 

 

令和  年  月  日 

 

人間文化研究機構長 殿 

 

（機関の長） 

 

 

 

 下記のとおり公印及び電子署名の事故が生じたので、お届けします。 

 

記 

 

１ 公印及び電子署名の名称 

２ 事 故 発 生 日 時       年  月  日  時ごろ  

３ 事 故 発 生 場 所 

４ 事 故 の 概 要 

５ 事 故 の 措 置 

６ 備 考 

 
以 上  



別記様式第四号 
 

公 印 等 使 用 簿  
 

使用年月日 公印等種別 記号及び番号 押印枚数 使用者の所属課・係・氏名 摘     要 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


